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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、このエンジンによって駆動される油圧ポンプと、この油圧ポンプから吐出
された作動油により駆動されるアクチュエータと、このアクチュエータにより駆動される
被駆動部材とを含む複数の部位を有し、少なくとも１つの部位は複数の部位状態の中から
選択・交換可能である建設機械の制御システムにおいて、
　複数の部位状態の中から１つの部位状態を選択する部位状態選択手段と、
　前記部位状態選択手段により選択された部位状態に対応してエンジン回転数およびポン
プトルクを変更設定するエンジン回転数・ポンプトルク変更設定手段とを備え、
　前記部位状態選択手段は、複数の部位状態を同時に選択することが可能であり、
　前記エンジン回転数・ポンプトルク変更設定手段は、前記部位状態選択手段により複数
の部位状態が同時に選択された場合に、選択された部位状態に対応したエンジン回転数お
よびポンプトルクの増減量の合計値が予め設定した上限、または下限を超えないようにエ
ンジン回転数およびポンプトルクの増減量を変更設定する
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【請求項２】
　請求項１記載の建設機械の制御システムにおいて、
　前記部位状態の選択・交換可能な部位は、建設機械の燃費に影響を与える部位である
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【請求項３】
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　請求項２記載の建設機械の制御システムにおいて、
　前記建設機械の燃費に影響を与える部位は、車体重量に影響を与える部位である
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【請求項４】
　請求項２記載の建設機械の制御システムにおいて、
　前記建設機械の燃費に影響を与える部位は、作動油の流体抵抗に影響を与える部位であ
る
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【請求項５】
　請求項４記載の建設機械の制御システムにおいて、
　前記作動油の流体抵抗に影響を与える部位は作動油である
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【請求項６】
　請求項４記載の建設機械の制御システムにおいて、
　前記作動油の流体抵抗に影響を与える部位は作動油配管である
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【請求項７】
　請求項１記載の建設機械の制御システムにおいて、
　前記部位状態選択手段は、モニタ装置の表示画面を有する
　ことを特徴とする建設機械の制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は油圧ショベル等の建設機械のエンジンやポンプ等を制御する制御システムに関
するものであり、エンジン回転数やポンプトルクの設定を変更できる建設機械の制御シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　油圧ショベル等の建設機械では、一般に、ディーゼルエンジンを備え、このエンジンに
より可変容量型の油圧ポンプを駆動して、油圧ポンプから吐出される圧油によって複数の
油圧アクチュエータを駆動し、必要な作業を行っている。エンジンには燃料噴射装置が備
えられ、この燃料噴射装置により燃料噴射量を制御し、エンジン回転数と出力トルクを制
御する。
【０００３】
　一方、エンジンにより回転駆動される油圧ポンプに対しては、エンジン過負荷防止のた
めにポンプトルク制御が行われる。このポンプトルク制御は、油圧ポンプの負荷圧の上昇
に応じて油圧ポンプの押しのけ容積を減少させ、油圧ポンプの最大トルクが設定値を超え
ないよう制御するものである。
【０００４】
　エンジンでは、基本的にエンジンコントロールダイヤルにより所定の回転数が設定され
るが、これとは別に状況に応じて回転数が制御され、回転数制御に対応してポンプトルク
が設定される。
【０００５】
　最適なエンジン回転数とポンプトルクを設定することにより、油圧ショベルの作業性を
維持しつつ、燃費改善を図ることができる。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、作業内容に応じて，エンジン回転数とポンプトルクとを自動
制御することにより燃費の改善を実現する建設機械のエンジンおよびポンプの制御装置が
開示されている。
【０００７】
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　この制御装置（制御システム）は、オールスピードガバナのラックを変位させて、燃料
噴射量を増減することによりエンジン回転数を制御し、且つ，該エンジンによりポンプを
駆動するとともにトルク設定用レギュレータによりポンプのトルクを制御する建設機械の
制御装置であって、ラックセンサにより変位量を検出するとともに前記ラック変位量を安
定化処理することにより、実効的エンジン負荷率を算出するコントローラを設け、且つ、
前記コントローラにはエンジン回転数とポンプトルクとの組合せによる複数段階の作業モ
ードが設定され、該コントローラの指令する作業モードに応じてエンジン回転数設定器と
トルク設定用レギュレータとが制御されるとともに、前記複数段階の作業モードにおける
中間の各作業モードには次段階作業モードへの切換領域、安定領域および前段階作業モー
ドへの切換領域が設けられ、且つ、最高段階の作業モードには安定領域および前段階作業
モードへの切換領域が設けられ、更に，最低段階の作業モードには次段階作業モードへの
切換領域および安定領域が設けられるとともに、各作業モードにおける切換領域は、該切
換領域が指定する次段階または前段階作業モードにおける安定領域と重複する部分を有し
、一方、前記実効的エンジン負荷率が所定値を超えるときであって、且つ、一定時間以上
いずれかの作業モードにおける切換領域にあるときは、該切換領域が指定する次段階また
は前段階作業モードへ切り換えるように制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－０９３５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、工場製造時には、標準的な部位（たとえばフロントなど）により構成された
標準モデルが大量生産される。一方、工場出荷時には、顧客の要望に応じて一部の部位が
交換されることもある。
【００１０】
　また、近年、レンタル業者が建設機械を大量購入して、建設会社等の顧客に貸し出す営
業形態も多くなっている。レンタル業者購入時には、建設機械は標準モデルであることが
一般的であるが、貸し出し時には、顧客の要望に応じて一部の部位が交換されることもあ
る。
【００１１】
　従来技術における制御システムは、標準モデルの建設機械を前提としており、一部の部
位、特に燃費に影響を与える部位が交換されると、所望の効果が得られない可能性もある
。
【００１２】
　また、所望の効果を得るために、部位交換に応じてエンジン回転数とポンプトルクを変
更設定するには、高い技能が要求される。
【００１３】
　本発明の目的は、一部の部位、特に燃費に影響を与える部位が交換されるとき、対象部
位に応じてエンジン回転数とポンプトルクを変更することにより、建設機械の作業性を維
持しつつ、燃費改善を図ることができ、かつ、この変更設定を容易にできる建設機械の制
御システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（１）上記目的を達成するために、本発明は、エンジンと、このエンジンによって駆動
される油圧ポンプと、この油圧ポンプから吐出された作動油により駆動されるアクチュエ
ータと、このアクチュエータにより駆動される被駆動部材とを含む複数の部位を有し、少
なくとも１つの部位は複数の部位状態の中から選択・交換可能である建設機械の制御シス
テムにおいて、複数の部位状態の中から１つの部位状態を選択する部位状態選択手段と、
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前記部位状態選択手段により選択された部位状態に対応してエンジン回転数およびポンプ
トルクを変更設定するエンジン回転数・ポンプトルク変更設定手段とを備え、前記部位状
態選択手段は、複数の部位状態を同時に選択することが可能であり、前記エンジン回転数
・ポンプトルク変更設定手段は、前記部位状態選択手段により複数の部位状態が同時に選
択された場合に、選択された部位状態に対応したエンジン回転数およびポンプトルクの増
減量の合計値が予め設定した上限、または下限を超えないようにエンジン回転数およびポ
ンプトルクの増減量を変更設定する。
【００１５】
　（２）上記（１）において、好ましくは、前記部位状態の選択・交換可能な部位は、建
設機械の燃費に影響を与える部位である。
【００１６】
　標準モデルを前提とした制御では、部位交換によりアクチュエータの速度が遅くなる場
合は、エンジン出力が増えるようにエンジン回転数とポンプトルクを変更するので、標準
モデル同等の作業性を維持できる。また、標準モデルを前提とした制御では、部位交換に
よりアクチュエータの速度が速くなる場合は、エンジン出力を抑制するようにエンジン回
転数とポンプトルクを変更するので、標準モデル同等の作業性を維持しつつ、燃費改善を
図ることができる。更に、極端な作業性低下や極端な燃費悪化を抑制できる。
【００１８】
　（３）上記（２）において、好ましくは、前記建設機械の燃費に影響を与える部位は、
車体重量に影響を与える部位である。
【００１９】
　（４）上記（２）において、好ましくは、前記建設機械の燃費に影響を与える部位は、
作動油の流体抵抗に影響を与える部位である。
【００２０】
　（５）上記（４）において、好ましくは、前記作動油の流体抵抗に影響を与える部位は
作動油である。
【００２１】
　（６）上記（４）において、好ましくは、前記作動油の流体抵抗に影響を与える部位は
作動油配管である。
【００２２】
　本発明は、作動油や配管といった従来あまり交換することのなかった部位が交換される
場合にも適用できる。
【００２３】
　（７）上記（１）において、好ましくは、前記部位状態選択手段は、モニタ装置の表示
画面を有する。
【００２４】
　これにより、モニタ装置の表示画面を見ながら対象項目を選択するだけで、このような
変更設定を容易にできる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、一部の部位、特に燃費に影響を与える部位が交換されるとき、対象部
位に応じてエンジン回転数とポンプトルクを変更することにより、建設機械の作業性を維
持しつつ、燃費改善を図ることができる。また、この変更設定を容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】制御システムの全体構成を示す図である。
【図２】油圧ショベルの外観を示す図である。
【図３】キャビン内部を拡大して示す部分拡大斜視図である。
【図４】メニュー画面の一例である。
【図５】各画面をツリー構造で示す概念図である。
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【図６】部位選択画面の一例である。
【図７】フロント状態選択画面の一例である。
【図８】カウンタウェイト状態選択画面の一例である。
【図９】作動油状態選択画面の一例である。
【図１０】配管状態選択画面の一例である。
【図１１】エンジン回転数・ポンプトルク変更設定テーブルの一例を示す図である。
【図１２】標準モデルのエンジン回転数とポンプトルクの関係の一例を示す図である。
【図１３】変更設定後の、エンジン回転数とポンプトルクの関係の一例を示す図である。
【図１４】部位状態追加時のフロント状態選択画面である。
【図１５】部位状態追加時のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定画面である。
【図１６】部位追加時の部位選択画面である。
【図１７】部位追加時のアタッチメント状態選択画面である。
【図１８】部位追加時のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定画面である。
【図１９】部位削除時の部位選択画面である。
【図２０】変更設定修正時のアタッチメント状態選択画面である。
【図２１】変更設定修正時のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定画面である。
【図２２】エンジン回転数とポンプトルクの増減の上限・下限を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　<第１実施形態>
　以下、本発明の第１実施形態を図面を用いて説明する。
【００３０】
　～構成～
　図１は本発明の本実施形態に係わる制御システムの全体構成を示す図である。
【００３１】
　油圧ショベル等の建設機械は、エンジン１と油圧ポンプ２とアクチュエータ４とを有し
ている。エンジン１の出力軸には油圧ポンプ２が接続され、油圧ポンプ２はエンジン１に
より回転駆動される。油圧ポンプ２の吐出路（配管７）には弁装置３が接続され、この弁
装置を介してアクチュエータ４に圧油（作動油８）を送り、アクチュエータ４を駆動する
。油圧ポンプ２は、その吐出圧力に基づいて油圧ポンプ２の消費トルクが最大吸収トルク
を超えないように油圧ポンプ２の傾転（斜板等の傾転量；押しのけ容積或いは容量）を制
御するレギュレータ５を有している。
【００３２】
　制御システムは、エンジン１の回転数やエンジントルクおよび油圧ポンプ２を制御する
。制御システムは、車体制御コントローラ１１と、エンジンコントローラ１２と、モニタ
コントローラ１３と、情報処理コントローラ１４などを含み、これらのコントローラは通
信ライン１５を介して相互に接続され、車体ネットワークを構成している。
【００３３】
　車体制御コントローラ１１は、油圧駆動系など車体全般を制御する。例えば、油圧ポン
プ２のレギュレータ５を制御することにより、油圧ポンプ２の吐出圧と吐出流量を制御す
る。
【００３４】
　エンジンコントローラ１２は、エンジンコントロールダイヤルの指令信号を入力し、こ
の回転数指令信号と回転数検出センサの実回転数検出信号に基づいてエンジン１の回転数
とエンジントルクを制御する。また、この制御とは別に、状況に応じて適宜回転数を制御
する。
【００３５】
　モニタコントローラ１３は、各種信号や各種演算処理結果を通信ライン１５を介して入
力し、表示信号としてモニタ装置６に送り、それら情報を表示画面６ａに表示する。また
、ユーザーインターフェースとしての操作スイッチ６ｂによる指令信号を入力する。
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【００３６】
　情報処理コントローラ１４は、車体制御コントローラ１１・エンジンコントローラ１２
・モニタコントローラ１３及び各種センサ（図示せず）からの情報を収集して記録する。
【００３７】
　図２は、建設機械の一例である油圧ショベルの外観を示す図である。油圧ショベルは下
部走行体１００と上部旋回体１０１と作業フロント１０２を備えている。下部走行体１０
０は左右のクローラ式走行装置１０３ａ，１０３ｂを有し、左右の走行モータ１０４ａ，
１０４ｂにより駆動される。上部旋回体１０１は旋回モータ１０５により下部走行体１０
０上に旋回可能に搭載され、作業フロント１０２は上部旋回体１０１の前部に俯仰可能に
取り付けられている。上部旋回体１０１にはエンジンルーム１０６、キャビン１０７、カ
ウンタウェイト１０８が備えられ、エンジンルーム１０６にはエンジン１が配置されてい
る。
【００３８】
　作業フロント１０２はブーム１１１、アーム１１２、バケット１１３を有する多関節構
造であり、ブーム１１１はブームシリンダ１１４の伸縮により上下方向に回動し、アーム
１１２はアームシリンダ１１５の伸縮により上下、前後方向に回動し、バケット１１３は
バケットシリンダ１１６の伸縮により上下、前後方向に回動する。
【００３９】
　なお、図１におけるアクチュエータ４は、旋回モータ１０５、アームシリンダ１１５、
ブームシリンダ１１４、バケットシリンダ１１６、走行モータ１０４ａ，１０４ｂ等の複
数のアクチュエータを代表する。
【００４０】
　また、建設機械はホイルローダでもホイール式油圧ショベルでもよい。
【００４１】
　図３は、キャビン１０７内部を拡大して示す部分拡大斜視図である。
【００４２】
　モニタ装置６は、油圧ショベルのキャビン１０７内のオペレータが見やすい位置に配置
され、本来、燃料残量、冷却水温等の油圧ショベルの車体基本情報を表示するものである
。モニタ装置６は、表示画面６ａと操作スイッチ６ｂを有し、モニタコントローラ１３に
より制御される。操作スイッチ６ｂは表示画面６ａの下側に配置され、操作スイッチ６ｂ
を操作することにより車体基本情報以外の車体情報も選択的に表示される。また、表示画
面６ａと操作スイッチ６ｂはインターフェイスとしての機能を有する。つまり、オペレー
タは表示画面６ａを見ながら操作スイッチ６ｂを操作することで、車体に係る各種設定を
おこなうことができる。
【００４３】
　図４は、表示画面６ａに示されるメニュー画面の一例である。操作スイッチ６ｂのメニ
ューキーが押されると、表示画面６ａは車体基本情報画面（図示省略）からメニュー画面
に切替わる。メニュー画面には、モニタリング、故障診断、車体情報ダウンロードの各項
目に加えて車体部位交換設定の項目が表示される。メニュー画面下部には、操作スイッチ
６ｂのF１キー，F２キー，F５キー，F６キー，メニューキーに対応する位置に、「下」，
「上」，「決定（指）」，「戻」，「メニュー」アイコンが表示される。メニュー画面の
各項目は、カーソル（図示太線）を上下方向に移動させて決定することで選択される。な
お、モニタリング、故障診断、車体情報ダウンロードの各項目の説明は省略する。
【００４４】
　図１に戻り、本実施形態の特徴的な構成について説明する。
【００４５】
　車体制御コントローラ１１はその一機能としてエンジン回転数・ポンプトルク変更設定
機能部１１ａを有し、モニタコントローラ１３はその一機能として部位選択画面・部位状
態選択画面表示機能部１３ａを有し、情報処理コントローラ１４は情報の一つとしてエン
ジン回転数・ポンプトルク変更設定テーブル１４ａを記憶する。
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【００４６】
　図５は、部位選択画面・部位状態選択画面表示機能部１３ａが表示画面６ａに表示する
各画面をツリー構造で示す概念図である。部位選択画面・部位状態選択画面表示機能部１
３ａは、部位選択画面（図６参照），フロント状態選択画面（図７参照），カウンタウェ
イト状態選択画面（図８参照），作動油状態選択画面（図９参照），配管状態選択画面（
図１０参照）の各画面を表示する。
【００４７】
　図６は、表示画面６ａに示される部位選択画面の一例である。メニュー画面（図４参照
）において、車体部位交換設定項目が選択されると、表示画面６ａは部位選択画面に切替
わる。部位選択画面には、選択部位としてフロント，カウンタウェイト，作動油，配管の
各項目が表示される。各項目が選択されることにより、部位が選択される。
【００４８】
　図７は、フロント状態選択画面の一例である。部位選択画面（図６参照）において、選
択部位項目としてフロントが選択されると、表示画面６ａはフロント状態選択画面に切替
わる。フロント状態選択画面には、選択部位状態項目として、標準フロント，強化フロン
ト，軽量フロントの各項目が表示される。
【００４９】
　図８は、カウンタウェイト状態選択画面の一例である。部位選択画面（図６参照）にお
いて、選択部位項目としてカウンタウェイトが選択されると、表示画面６ａはカウンタウ
ェイト状態選択画面に切替わる。カウンタウェイト状態選択画面には、選択部位状態項目
として、標準カウンタウェイト，重量カウンタウェイト，軽量カウンタウェイトの各項目
が表示される。
【００５０】
　図９は、作動油状態選択画面の一例である。部位選択画面（図６参照）において、選択
部位項目として作動油が選択されると、表示画面６ａは作動油状態選択画面に切替わる。
作動油状態選択画面には、選択部位状態項目として、標準作動油，省燃費作動油の各項目
が表示される。
【００５１】
　図１０は、配管状態選択画面の一例である。部位選択画面（図６参照）において、選択
部位項目として配管が選択されると、表示画面６ａは配管状態選択画面に切替わる。配管
状態選択画面には、選択部位状態項目として、標準配管，拡大径配管の各項目が表示され
る。
【００５２】
　部位状態選択画面（図７～１０参照）の各項目が選択されることにより、部位状態が選
択される。
【００５３】
　図１１は、エンジン回転数・ポンプトルク変更設定テーブル１４ａの一例を示す図であ
る。選択部位・選択部位状態に対応して、標準状態に対するエンジン回転数の増減と、標
準状態に対するポンプトルクの増減が設定されている（詳細後述）。
【００５４】
　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａの主な機能について図１２，図１
３を用いて説明する。
【００５５】
　図１２は、フロント，カウンタウェイト，作動油，配管の全ての部位が標準状態（標準
フロント，標準カウンタウェイト，標準作動油，標準配管）であるときの、エンジン回転
数とポンプトルクの関係の一例を示す図である。エンジン回転数がNmin未満であるときは
、最小ポンプトルクが維持され、エンジン回転数がNmin以上では、エンジン回転数が増加
すると、ポンプトルクも増加する。エンジン回転数がNmax以上では、最大ポンプトルクが
維持される。この最大ポンプトルクの値を１００％として図示している。
【００５６】
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　一例として、作動油を標準作動油から省燃費作動油に交換した場合について説明する。
エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポンプトルク
変更設定テーブル１４ａから選択部位（作動油），選択部位状態（省燃費作動油）に対応
する、標準状態に対するエンジン回転数の増減（－５０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポ
ンプトルクの増減（－５％）を読み込み、エンジン回転数とポンプトルクを変更設定する
。
【００５７】
　図１３は、変更設定後の、エンジン回転数とポンプトルクの関係の一例を示す図である
。標準状態を示す図示点線をポンプトルク５％相当図示下方に移動すると伴に、エンジン
回転数Nmin，Ｎmaxを５０ｒｐｍ相当図示左方に移動する。
【００５８】
　なお、本明細書では、説明の簡略化のため、図１３における図示点線から図示実線にシ
フトする変更を、エンジン回転数５０ｒｐｍ減、ポンプトルク５％減と表現する。以下、
標準状態を示す図示点線をポンプトルクδｘ％相当図示下方に移動すると伴に、エンジン
回転数Nmin，ＮmaxをδＮｒｐｍ相当図示左方に移動する変更を、エンジン回転数δＮｒ
ｐｍ減、ポンプトルクδｘ％減と表現し、標準状態を示す図示点線をポンプトルクδｘ％
相当図示上方に移動すると伴に、エンジン回転数Nmin，ＮmaxをδＮｒｐｍ相当図示右方
に移動する変更を、エンジン回転数δＮｒｐｍ増、ポンプトルクδｘ％増と表現する。
【００５９】
　なお、一例として部位として作動油のみを交換した場合について説明したが、複数の部
位を交換した場合、エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは増減量を合計
する。例えば、フロントを標準フロントから強化フロントに交換し、あわせて、カウンタ
ウェイトを標準カウンタウェイトから重量カウンタウェイトに交換した場合、エンジン回
転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポンプトルク変更設定テ
ーブル１４ａから選択部位（フロント），選択部位状態（強化フロント）に対応する、標
準状態に対するエンジン回転数の増減（＋５０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトル
クの増減（＋５％）を読み込み、選択部位（カウンタウェイト），選択部位状態（重量カ
ウンタウェイト）に対応する、標準状態に対するエンジン回転数の増減（＋５０ｒｐｍ）
と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋５％）を読み込み、これらを合計し、エン
ジン回転数１００ｒｐｍ増、ポンプトルク１０％増となるように変更する。
【００６０】
　～請求項との対応関係～
　モニタ装置６の表示画面６ａと操作スイッチ６ｂと部位選択画面・部位状態選択画面表
示機能部１３ａと図６～図１０の各画面は、複数の部位状態の中から１つの部位状態を選
択する部位状態選択手段を構成する。
【００６１】
　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定テーブル１４ａとエンジン回転数・ポンプトル
ク変更設定機能部１１ａは、選択された部位状態に対応してエンジン回転数およびポンプ
トルクを変更設定するエンジン回転数・ポンプトルク変更設定手段を構成する。
【００６２】
　～動作～
　工場製造時には、標準モデル（フロント，カウンタウェイト，作動油，配管の全ての部
位が標準状態）の油圧ショベルが生産される。一方、工場出荷時には、メーカーのサービ
ス員は、顧客の要望に応じて一部の部位（の部位状態）を交換するとともに、部位交換に
対応してエンジン回転数およびポンプトルクを変更設定する。
【００６３】
　また、近年、レンタル業者が建設機械を大量購入して、建設会社等の顧客に貸し出す営
業形態も多くなっている。レンタル業者購入時には、油圧ショベルは標準モデルであるこ
とが一般的である。一方、レンタル業者のサービスマンは、顧客の要望に応じて一部の部
位（の部位状態）を交換するとともに、部位交換に対応してエンジン回転数およびポンプ
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トルクを変更設定する。
【００６４】
　サービスマンは、メニュー画面（図4参照）から、車体部位交換設定項目を選択し、モ
ニタ装置６に部位選択画面（図6参照）を表示する。そして、交換した部位に対応する部
位項目を選択し、各部位状態選択画面（図７～１０参照）を表示し、各部位状態項目を選
択する。
【００６５】
　フロントを標準フロントから強化フロントに交換した場合について、説明する。強化フ
ロントは標準フロントより重いので、標準モデルを前提とした制御では作業性が悪化する
（例えば、ブーム上げのスピードが遅くなる）。
【００６６】
　サービスマンが、部位状態項目（強化フロント）を選択すると、エンジン回転数は５０
ｒｐｍ増となり、ポンプトルクは５％増となる（変更の表現は図１３の説明を参照）。こ
れにより、エンジン出力が増え、フロントを標準フロントから強化フロントに交換した場
合でも、標準モデル同等の作業性を維持できる。
【００６７】
　フロントを標準フロントから軽量フロントに交換した場合について、説明する。軽量フ
ロントは標準フロントより軽いので、標準モデルを前提とした制御では、例えば、ブーム
上げのスピードが速くなる。しかし、標準モデル以上にスピードアップする必要はなく、
燃費改善を図る方が好ましい。
【００６８】
　サービスマンが、部位状態項目（軽量フロント）を選択すると、エンジン回転数は５０
ｒｐｍ減となり、ポンプトルクは５％減となる。これにより、エンジン出力が抑制され、
フロントを標準フロントから軽量フロントに交換した場合には、標準モデル同等の作業性
を維持しつつ、燃費改善を図ることができる。
【００６９】
　カウンタウェイトを標準カウンタウェイトから重量カウンタウェイトに交換した場合に
ついて、説明する。重量カウンタウェイトは標準カウンタウェイトより重いので、標準モ
デルを前提とした制御では作業性が悪化する（例えば、旋回のスピードが遅くなる）。
【００７０】
　サービスマンが、部位状態項目（重量カウンタウェイト）を選択すると、エンジン回転
数は５０ｒｐｍ増となり、ポンプトルクは５％増となる。これにより、エンジン出力が増
え、カウンタウェイトを標準カウンタウェイトから重量カウンタウェイトに交換した場合
でも、標準モデル同等の作業性を維持できる。
【００７１】
　カウンタウェイトを標準カウンタウェイトから軽量カウンタウェイトに交換した場合に
ついて、説明する。軽量カウンタウェイトは標準カウンタウェイトより軽いので、標準モ
デルを前提とした制御では、例えば、旋回のスピードが速くなる。しかし、標準モデル以
上にスピードアップする必要はなく、燃費改善を図る方が好ましい。
【００７２】
　サービスマンが、部位状態項目（軽量カウンタウェイト）を選択すると、エンジン回転
数は５０ｒｐｍ減となり、ポンプトルクは５％減となる。これにより、エンジン出力が抑
制され、カウンタウェイトを標準カウンタウェイトから軽量カウンタウェイトに交換した
場合には、標準モデル同等の作業性を維持しつつ、燃費改善を図ることができる。
【００７３】
　作動油を標準作動油から省燃費作動油に交換した場合について、説明する。省燃費作動
油は標準作動油より粘度が低いので圧力損失が小さくなり、標準モデルを前提とした制御
では、各種アクチュエータのスピードが速くなる。しかし、標準モデル以上にスピードア
ップする必要はなく、燃費改善を図る方が好ましい。
【００７４】
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　サービスマンが、部位状態項目（省燃費作動油）を選択すると、エンジン回転数は５０
ｒｐｍ減となり、ポンプトルクは５％減となる。これにより、エンジン出力が抑制され、
作動油を標準作動油から省燃費作動油に交換した場合には、標準モデル同等の作業性を維
持しつつ、燃費改善を図ることができる。
【００７５】
　配管を標準配管から拡大径配管に交換した場合について、説明する。拡大径配管は標準
配管より断面積が大きいので圧力損失が小さくなり、標準モデルを前提とした制御では、
各種アクチュエータのスピードが速くなる。しかし、標準モデル以上にスピードアップす
る必要はなく、燃費改善を図る方が好ましい。
【００７６】
　サービスマンが、部位状態項目（拡大径配管）を選択すると、エンジン回転数は５０ｒ
ｐｍ減となり、ポンプトルクは５％減となる。これにより、エンジン出力が抑制され、配
管を標準配管から拡大径配管に交換した場合には、標準モデル同等の作業性を維持しつつ
、燃費改善を図ることができる。
【００７７】
　以上、標準モデル（全ての部位が標準状態）から一部の部位の部位状態を交換する場合
について説明したが、交換した部位を標準状態に戻す場合も同様である。サービスマンは
、メニュー画面（図4参照）から、車体部位交換設定項目を選択し、モニタ装置６に部位
選択画面（図6参照）を表示する。そして、対象部位に対応する部位項目を選択し、各部
位状態選択画面（図７～１０参照）を表示し、標準状態の部位状態項目（例えば標準フロ
ント）を選択する。これにより、標準モデルを前提とした制御が行われる。
【００７８】
　～効果～
　以上のように本実施形態によれば、標準モデルを前提とした制御では、部位交換により
アクチュエータの速度が遅くなる場合は、エンジン出力が増えるようにエンジン回転数と
ポンプトルクを変更するので、標準モデル同等の作業性を維持できる。
【００７９】
　標準モデルを前提とした制御では、部位交換によりアクチュエータの速度が速くなる場
合は、エンジン出力を抑制するようにエンジン回転数とポンプトルクを変更するので、標
準モデル同等の作業性を維持しつつ、燃費改善を図ることができる。
【００８０】
　サービスマンは、モニタ装置６を見ながら対象項目を選択するだけで、このような変更
設定を容易にできる。
【００８１】
　<第２実施形態>
　第２実施形態は、第1実施形態のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａ
にいくつかの特徴的な機能を追加したものである。
【００８２】
　～部位状態追加～
　油圧ショベル生産時にはなかった新たな部位（部位状態）が開発されることもある。標
準状態を新たな部位状態に交換する時は、新たな部位状態に応じてエンジン回転数とポン
プトルクを変更設定する必要がある。例として、軽量フロントより更に軽い第２軽量フロ
ントが開発された場合について、説明する。
【００８３】
　図１４は、部位状態追加時のフロント状態選択画面であり、図１５は、部位状態追加時
のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定画面である。
【００８４】
　サービスマンは、メニュー画面（図４参照）から、車体部位交換設定項目を選択し、モ
ニタ装置６に部位選択画面（図６参照）を表示し、部位項目（フロント）を選択し、フロ
ント状態選択画面（図７参照）を表示する。
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【００８５】
　フロント状態選択画面においてカーソルを下方向にブランク項目まで移動させると、画
面下部の操作スイッチ６ｂのF３キーに対応する位置に、「追加」アイコンが表示される
（図１４参照）。サービスマンは、ブランク項目に部位状態項目（第２軽量フロント）を
追加する。
【００８６】
　さらに、追加部位状態項目（第２軽量フロント）を選択し、エンジン回転数・ポンプト
ルク変更設定画面を表示する。第２軽量フロントは軽量フロントより更に軽いので、更に
エンジン出力を低減することで、更なる燃費改善効果が期待できる。例えば、操作スイッ
チ６ｂ（例えば「＋」，「－」アイコンに対応するＦ３キー，Ｆ４キー）を操作して、標
準状態に対するエンジン回転数の増減（－１００ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプト
ルクの増減（－１０％）を設定する（図１５参照）。
【００８７】
　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポンプトル
ク変更設定テーブル１４ａに、選択部位（フロント），選択部位状態（第２軽量フロント
）に対応して、標準状態に対するエンジン回転数の増減（－１００ｒｐｍ）と、標準状態
に対するポンプトルクの増減（－１０％）を追加する。
【００８８】
　このように、新たな部位（部位状態）が開発された場合にも、部位状態特性（たとえば
、第２軽量フロントは軽量フロントより更に軽量である）を反映する変更設定を容易にで
きる。
【００８９】
　一度、部位状態を追加すれば、次回以降の動作は、第1実施形態で説明した動作と同じ
である。
【００９０】
　～部位追加～
　第1実施形態では、複数の部位状態の中から選択・交換可能であり、かつ、燃費に影響
を与える部位として、フロント，カウンタウェイト，作動油，配管を例示したが、これら
に限られない。顧客やサービスマンの判断により、部位を追加することができる。例とし
て、部位としてアタッチメント、アタッチメント状態としてバケット（標準状態），ブレ
ーカを追加する場合について説明する。
【００９１】
　図１６は、部位追加時の部位選択画面であり、図１７は、部位追加時のアタッチメント
状態選択画面であり、図１８は、部位追加時のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定画
面である。
【００９２】
　サービスマンは、メニュー画面（図4参照）から、車体部位交換設定項目を選択し、モ
ニタ装置６に部位選択画面（図6参照）を表示する。部位選択画面においてカーソルを下
方向にブランク項目まで移動させると、画面下部の操作スイッチ６ｂのF３キーに対応す
る位置に、「追加」アイコンが表示される（図１６参照）。サービスマンは、ブランク項
目に部位項目（アタッチメント）を追加する。
【００９３】
　さらに、追加部位項目（アタッチメント）を選択し、アタッチメント状態選択画面（図
１７参照）を表示する。アタッチメントの標準状態としてバケットを設定する。以下の動
作は、部位状態追加で説明した動作と同じである。
【００９４】
　すなわち、アタッチメント状態選択画面においてカーソルを下方向にブランク項目まで
移動させ、ブランク項目に部位状態項目（ブレーカ）を追加する。
【００９５】
　さらに、追加部位状態項目（ブレーカ）を選択し、エンジン回転数・ポンプトルク変更
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設定画面を表示する。バケットからブレーカに交換する場合は、エンジン出力が増えるよ
うに設定する必要がある。例えば、操作スイッチ６ｂ（「＋」，「－」アイコンに対応す
るＦ３キー，Ｆ４キー）を操作して、標準状態に対するエンジン回転数の増減（＋５０ｒ
ｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋５％）を設定する（図１８参照）。
【００９６】
　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポンプトル
ク変更設定テーブル１４ａに、選択部位（アタッチメント），選択部位状態（バケット（
標準状態））に対応して、標準状態に対するエンジン回転数の増減（±０ｒｐｍ）と、標
準状態に対するポンプトルクの増減（±０％）を追加し、選択部位（アタッチメント），
選択部位状態（ブレーカ）に対応して、標準状態に対するエンジン回転数の増減（＋５０
ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋５％）を追加する。
【００９７】
　このように、新たな部位を追加する場合にも、部位状態や部位状態特性を反映する変更
設定を容易にできる。
【００９８】
　一度、部位を追加すれば、次回以降の動作は、第1実施形態で説明した動作と同じであ
る。
【００９９】
　～削除～
　必要に応じて、部位や部位状態を削除できる。例として、追加部位（アタッチメント）
を削除する場合について説明する。
【０１００】
　図１９は、部位削除時の部位選択画面である。
【０１０１】
　サービスマンは、メニュー画面（図４参照）から、車体部位交換設定項目を選択し、モ
ニタ装置６に部位選択画面（図６参照）を表示する。カーソルを下方向に部位項目（アタ
ッチメント）まで移動させると、画面下部の操作スイッチ６ｂのF３キーに対応する位置
に、「削除」アイコンが表示される（図１９参照）。サービスマンは、操作スイッチ６ｂ
を操作して、部位項目（アタッチメント）を削除する。
【０１０２】
　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポンプトル
ク変更設定テーブル１４ａから、選択部位（アタッチメント），選択部位状態（バケット
（標準状態））に対応する、標準状態に対するエンジン回転数の増減（±０ｒｐｍ）と、
標準状態に対するポンプトルクの増減（±０％）を削除し、選択部位（アタッチメント）
，選択部位状態（ブレーカ）に対応する、標準状態に対するエンジン回転数の増減（＋５
０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋５％）を削除する。
【０１０３】
　～修正～
　必要に応じて、設定したエンジン回転数・ポンプトルク変更設定を修正できる。例とし
て、設定したブレーカに対応するエンジン回転数・ポンプトルク変更設定を修正する場合
について説明する。
【０１０４】
　図２０は、変更設定修正時のアタッチメント状態選択画面である。図２１は、変更設定
修正時のエンジン回転数・ポンプトルク変更設定画面である。
【０１０５】
　サービスマンは、メニュー画面（図4参照）から、車体部位交換設定項目を選択し、モ
ニタ装置６に部位選択画面を表示し、部位項目（アタッチメント）を選択し（図１９参照
）、アタッチメント状態選択画面を表示する。カーソルを下方向に部位状態項目（ブレー
カ）まで移動させると、画面下部の操作スイッチ６ｂのF３キー，Ｆ４に対応する位置に
、「削除」「修正」アイコンが表示される（図２０参照）。サービスマンは、操作スイッ
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チ６ｂを操作して、部位状態項目（ブレーカ）を修正するために、エンジン回転数・ポン
プトルク変更設定画面（図１８参照）を表示する。前回設定した標準状態に対するエンジ
ン回転数の増減（＋５０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋５％）が
表示されている。
【０１０６】
　前回設定ではブレーカによる作業性が悪い場合には、エンジン出力が更に増えるように
修正する必要がある。例えば、操作スイッチ６ｂを操作して、標準状態に対するエンジン
回転数の増減（＋１００ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋１０％）
を設定する（図２１参照）。
【０１０７】
　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポンプトル
ク変更設定テーブル１４ａの前回設定（選択部位（アタッチメント），選択部位状態（ブ
レーカ）に対応する、標準状態に対するエンジン回転数の増減（＋５０ｒｐｍ）と、標準
状態に対するポンプトルクの増減（＋５％））から、標準状態に対するエンジン回転数の
増減（＋１００ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（＋１０％）に修正す
る。
【０１０８】
　～制限～
　第１実施形態では、複数の部位を交換した場合、エンジン回転数・ポンプトルク変更設
定機能部１１ａは増減量を合計する。例えば、フロントを標準フロントから軽量フロント
に交換し、カウンタウェイトを標準カウンタウェイトから軽量カウンタウェイトに交換し
、作動油を標準作動油から省燃費作動油に交換し、配管を標準配管から拡大径配管に交換
した場合、エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数・ポ
ンプトルク変更設定テーブル１４ａから選択部位（フロント），選択部位状態（軽量フロ
ント）に対応する、標準状態に対するエンジン回転数の増減（－５０ｒｐｍ）と、標準状
態に対するポンプトルクの増減（－５％）を読み込み、選択部位（カウンタウェイト），
選択部位状態（軽量カウンタウェイト）に対応する、標準状態に対するエンジン回転数の
増減（－５０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（―５％）を読み込み、
選択部位（作動油），選択部位状態（省燃費作動油）に対応する、標準状態に対するエン
ジン回転数の増減（－５０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（－５％）
を読み込み、選択部位（配管），選択部位状態（拡大径配管）に対応する、標準状態に対
するエンジン回転数の増減（－５０ｒｐｍ）と、標準状態に対するポンプトルクの増減（
―５％）を読み込み、これらを合計し、エンジン回転数２００ｒｐｍ減、ポンプトルク２
０％減となるように変更する。
【０１０９】
　しかし、上記のようにあまりにエンジン出力を抑制すると、作業性を維持できない可能
性もある。一方、部位交換により、エンジン回転数２００ｒｐｍ増、ポンプトルク２０％
増となるように変更し、エンジン出力を増すと、極端に燃費が悪化する可能性がある。
【０１１０】
　これに対し、極端にエンジン回転数とポンプトルクが増減しないように、上限・下限を
設けてもよい。
【０１１１】
　図２２は、エンジン回転数とポンプトルクの増減の上限・下限を示す図である。図の見
方は図１２，図１３と同じである。たとえば、変更の上限をエンジン回転数１００ｒｐｍ
増、ポンプトルク１０％増とし、変更の下限をエンジン回転数１００ｒｐｍ減、ポンプト
ルク１０％減とする。
【０１１２】
　例えば、増減量の合計がエンジン回転数２００ｒｐｍ減、ポンプトルク２０％減となる
場合でも、エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転数１０
０ｒｐｍ減、ポンプトルク１０％減となるように変更する。これにより、エンジン出力の
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【０１１３】
　一方、例えば、増減量の合計がエンジン回転数２００ｒｐｍ増、ポンプトルク２０％増
となる場合でも、エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部１１ａは、エンジン回転
数１００ｒｐｍ増、ポンプトルク１０％増となるように変更する。これにより、エンジン
出力の極端な増加を防止し、燃費の悪化を抑制できる。
【符号の説明】
【０１１４】
１　ディーゼルエンジン
２　油圧ポンプ
３　弁装置
４　アクチュエータ
５　レギュレータ
６　モニタ装置
６ａ　表示画面
６ｂ　操作スイッチ
７　配管
８　作動油
１１　車体制御コントローラ
１１ａ　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定機能部
１２　エンジンコントローラ
１３　モニタコントローラ
１３ａ　部位選択画面・部位状態選択画面表示機能部
１４　情報処理コントローラ
１４ａ　エンジン回転数・ポンプトルク変更設定テーブル
１５　通信ライン
１００　下部走行体
１０１　上部旋回体
１０２　作業フロント
１０３ａ，１０３ｂ　クローラ式走行装置
１０４ａ，１０４ｂ　走行モータ
１０５　旋回モータ
１０６　エンジンルーム
１０７　キャビン
１１１　ブーム
１１２　アーム
１１３　バケット
１１４　ブームシリンダ
１１５　アームシリンダ
１１６　バケットシリンダ



(15) JP 5566333 B2 2014.8.6

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 5566333 B2 2014.8.6

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(17) JP 5566333 B2 2014.8.6

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(18) JP 5566333 B2 2014.8.6

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  石川　広二
            茨城県土浦市神立町６５０番地　　　　　　　　　　　　　　　日立建機株式会社　土浦工場内
(72)発明者  佐竹　英敏
            茨城県土浦市神立町６５０番地　　　　　　　　　　　　　　　日立建機株式会社　土浦工場内
(72)発明者  西川　真司
            茨城県土浦市神立町６５０番地　　　　　　　　　　　　　　　日立建機株式会社　土浦工場内
(72)発明者  大木　孝利
            茨城県土浦市神立町６５０番地　　　　　　　　　　　　　　　日立建機株式会社　土浦工場内

    審査官  有賀　信

(56)参考文献  国際公開第０１／０７３２１８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１０－２３７９０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０３５５８９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０６－０５７７８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０２２２３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１８８１７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｄ　　２９／００─２９／０６
              Ｅ０２Ｆ　　　３／４２─　３／４３
              Ｅ０２Ｆ　　　３／８４─　３／８５
              Ｅ０２Ｆ　　　９／２０─　９／２２
              Ｅ０２Ｆ　　　９／００─　９／１８
              Ｅ０２Ｆ　　　９／２４─　９／２８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

